
別添様式
総括表（その１）

府　省　名 農林水産省

廃止 民営化
官民競争入札等
の適用

他法人等への
移管・一体的実施

その他

農林水産植物の品種登
録に係る栽培試験

農作物の種苗の検査 種苗業者が災害対
策用に保管する園芸
種子の検査業務の

廃止

ばれいしょ及びさとう
きびの増殖に必要な
種苗の生産及び配布

ばれいしょ原原種生
産の部分的な民間
移行を検討

八岳農場のばれい
しょ原原種生産配布
業務の廃止に伴う用
地の返還

調査研究
調査研究課題の選
定における外部有識
者の意見の反映

植物遺伝資源の保存
及び増殖

コンプライアンス委員
会の設置による内部
統制機能の強化

特定事業執行型（その他
（医療・福祉・検査・審査
型））
資産債務型（事業用）

特定事業執行型（その他
（医療・福祉・検査・審査
型））・（その他（製造・生
産型））
資産債務型（事業用）

独  立  行  政  法  人  の  整  理  合  理  化  案

事務・事業名法人名
組織の見直しに係る具体的措置

類型名（区分）

事務・事業の見直しに係る具体的措置

金谷農場及び知覧農場を廃止
し、西日本農場に再編・統合（中
期計画の前倒し）

独立行政法人
種苗管理センター



　 法人名 府省名

沿革

　

法定数 非常勤（実員）

３人 ０人 ３２４人

　 平成17年度 平成19年度 平成20年度（要求）

3,401 3,193 3,308

- - -

3,401 3,193 3,308

3,142 2,985 3,106

244 208 202

15 - -

平成17年度 平成19年度 平成20年度（要求）

　 3,622 3,522 3,755

　

平成17年度 平成19年度（見込み） 平成20年度（見込み）

　 3,438 3,385 3,491

　

運営費交付金債務残高(17･18年度）
（単位：百万円）

行政サービス実施コストの推移（17～20年度）
（単位：百万円）

・種苗業者が災害対策用に保管する園芸種子の検査業務の廃止（見込額：２）
・ばれいしょ原原種生産の部分的な民間移行の検討（見込額：ー）
・八岳農場のばれいしょ原原種生産配布業務の廃止に伴う用地の返還（見込額：２）
・調査研究課題の選定における外部有識者の意見の反映（見込額：－）
・金谷農場及び知覧農場を廃止し、西日本農場に再編・統合（中期計画の前倒し）（見込額：２２）

平成17年度 平成18年度

3,240

89

平成18年度

総括表（その２-

年度

一般会計

特別会計

独立行政法人種苗管理センター

昭和22年　馬鈴薯原原種農場、茶原種農場を設置
昭和24年　種苗検査室を設置（園芸課分室への改称等を経て、昭和54年に種苗課分室となる）
昭和40年　鹿児島さとうきび原原種農場を設置
昭和53年　沖縄さとうきび原原種農場を設置
昭和61年　種苗管理センター を 設置
　　　　　　（種苗課分室、馬鈴しょ原原種農場、茶原種農場、さとうきび原原種農場を統合）
平成13年　独立行政法人種苗管理センターに移行
平成18年　非特定独立行政法人に移行

3,352

-

効率化・合理化による人件費及び物件費の縮減、消費税還付金等。なお、平成17年度は中期目標期間終了時の会計処理により
全額を国庫に納入。

発生要因

見直し案

農林水産省

常勤（実員）

役員数

役職員数（監事を除く。）及び職員数
（平成19年1月1日現在）

職員数（実員）

３人

平成18年度

3,549

平成18年度

5

平成17年度

194 1

-

　うち運営費交付金

　うち施設整備費等補助金

　うちその他の補助金等

引き続き効率化・合理化に努め経費の節減を図る。

3,133

215

平成18年度

独立行政法人の整理合理化案様式

支出予算額の推移（17～20年度）
（単位：百万円）

利益剰余金（又は繰越欠損金の推移）
(17･18年度）

見直しに伴う行政サービス実施コストの改善内
容及び見込額（単位：百万円）

計

国からの財政
支出額の推移
（17～20年
度）
（単位：百万円）

3,352



　

Ⅰ．業務運営の効率化
　１　農林水産植物の品種登録に係る栽培試験
　　①北海道中央農場及び嬬恋農場の業務を八岳農場へ、久留米分室における業務を西日本農場へ移管（９ヶ所→６ヶ所）。
　　②５種類２８品種の栽培試験について、植物の種類ごとに委託先を公募し、選考の結果、４事業者において４種類２７品種
　　　を実施。
　２　農作物の種苗の検査
　　①久留米分室が行っていた九州・沖縄地域の指定種苗の検査業務を西日本農場へ移管（４ヶ所→３ヶ所）。
　３　ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布
　　①八岳農場におけるばれいしょの増殖に必要な種苗の生産及び配布業務を平成１８年度をもって廃止。
　　②茶の増殖に必要な種苗の生産及び配布業務を１８年度をもって廃止。
　４　業務運営
　　①久留米分室について、平成１８年４月に西日本農場への業務の移管を終了し、１９年３月に用地を九州沖縄農業研究セン
ターに返還。
　　②物品等の調達に当たっては、国と同様の一般競争入札の基準（物品１６０万円超、工事２５０万円超等）を適用し、対象
　　　となる５４件（不落随契及び土地借料を除くと４９件）のうち３１件（金額ベースでは３８１百万円（同３１８百万円）のうち
　　　２５８百万円）について一般競争入札を実施し、手続きの透明性を確保。
　　③人件費を除く運営費交付金で行う業務に要した経費について、一般管理費は対前年度比５．８％、業務経費は対前年度
　　　比１．１％をそれぞれ縮減。
　　④人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）を除く）について、対前年度比１．９％を削減すると
　　　ともに、国家公務員の給与構造改革に準拠した見直しを実施。

中期目標の達成状況（業務運営の効率化に関す
る事項等）（平成18年度実績）



　

久留米分室 北海道中央農場後志分場 胆振農場

所在地 福岡県久留米市御井町1823-1
北海道虻田郡真狩村字美原
276-1

北海道勇払郡安平町早来富岡
499

職員数
（平成19年1月1日現在）

(1) 19 24

平成18年度末で廃止 ・ばれいしょの増殖に必要な種
苗の生産及び配布

・ばれいしょの増殖に必要な種
苗の生産及び配布

国からの財政支出
（対１９年度当初予算

増減額）
－ 157(0) 273(65)

支出予算額
（対１９年度当初予算

増減額）
－ 157(0) 273(65)

十勝農場 嬬恋農場 八岳農場

所在地
北海道帯広市幸福町東4線

210-6
群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代
1017-1

長野県茅野市玉川11401-1

職員数
（平成19年1月1日現在）

29 21 19

・ばれいしょの増殖に必要な種
苗の生産及び配布

・ばれいしょの増殖に必要な種
苗の生産及び配布
・調査研究
・植物遺伝資源の保存及び増
殖

・農林水産植物の品種登録に
係る栽培試験
・ばれいしょの増殖に必要な種
苗の生産及び配布（18年度を
もって廃止）
・植物遺伝資源の保存及び増
殖

国からの財政支出
（対１９年度当初予算

増減額）
266(6) 188(4) 104(▲21)

支出予算額
（対１９年度当初予算

増減額）
266(6) 194(4) 110(▲21)

上北農場

青森県上北郡七戸町字柳平
43-86

22

・ばれいしょの増殖に必要な種
苗の生産及び配布
・植物遺伝資源の保存及び増
殖

179(▲7)

183(▲7)

支部・事業所
等

支部・事業所等の名称

支部・事業所等で行う事務・事
業名

（平成19年1月1日現在）

20年度
予算要
求額
（百万
円）

総括表（その２-２）

北海道中央農場

北海道北広島市西の里1089

支部・事業所
等

支部・事業所等で行う事務・事
業名

（平成19年1月1日現在）

支部・事業所等の名称

20年度
予算要
求額
（百万
円）

26

・農作物の種苗の検査
・ばれいしょの増殖に必要な種
苗の生産及び配布
・調査研究
・植物遺伝資源の保存及び増
殖

312(28)

321(28)



金谷農場 雲仙農場 知覧農場

所在地 静岡県島田市金谷3385-1
長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊
1494-35

鹿児島県川辺郡知覧町郡
17327

職員数
（平成19年1月1日現在）

7 23 7

・農林水産植物の品種登録に
係る栽培試験
・植物遺伝資源の保存及び増
殖

・農林水産植物の品種登録に
係る栽培試験
・ばれいしょの増殖に必要な種
苗の生産及び配布
・植物遺伝資源の保存及び増
殖

・農林水産植物の品種登録に
係る栽培試験
・茶の増殖に必要な種苗の生
産及び配布（18年度をもって廃
止）
・植物遺伝資源の保存及び増
殖

国からの財政支出
（対１９年度当初予算

増減額）
62(1) 201(▲6) 0(▲57)

支出予算額
（対１９年度当初予算

増減額）
65(1) 209(▲6) 0(▲57)

鹿児島農場

所在地
鹿児島県熊毛郡中種子町油久

5252-1

職員数
（平成19年1月1日現在）

15

・さとうきびの増殖に必要な種
苗の生産及び配布
・植物遺伝資源の保存及び増
殖

国からの財政支出
（対１９年度当初予算

増減額）
130(▲11)

支出予算額
（対１９年度当初予算

増減額）
136(▲11)

・さとうきびの増殖に必要な種
苗の生産及び配布
・調査研究
・植物遺伝資源の保存及び増
殖

653(71)

205(31)

209(31)

21

沖縄農場

沖縄県国頭郡東村字宮城404

398(▲47)

西日本農場

岡山県笠岡市平成町91

32

・農林水産植物の品種登録に
係る栽培試験
・農作物の種苗の検査
・植物遺伝資源の保存及び増
殖

支部・事業所
等

支部・事業所等の名称

支部・事業所等で行う事務・事
業名

（平成19年1月1日現在）

20年度
予算要
求額
（百万
円）

支部・事業所
等

支部・事業所等の名称

支部・事業所等で行う事務・事
業名

（平成19年1月1日現在）

20年度
予算要
求額
（百万
円）



＜事務・事業関係＞

特定事業執行型（その他（医療・
福祉・検査・審査型））
資産債務型（事業用）

特定事業執行型（その他（医療・
福祉・検査・審査型））
資産債務型（事業用）

特定事業執行型（その他（医療・
福祉・検査・審査型））・（その他

（製造・生産型））
資産債務型（事業用）

特定事業執行型（その他（医療・
福祉・検査・審査型））・（その他

（製造・生産型））
資産債務型（事業用）

特定事業執行型（その他（医療・
福祉・検査・審査型））・（その他

（製造・生産型））
資産債務型（事業用）

農林水産植物の品種登録に係
る栽培試験

農作物の種苗の検査 ばれいしょ及びさとうきびの増殖
に必要な種苗の生産及び配布

調査研究 植物遺伝資源の保存及び増殖

○新品種である出願品種を栽
培し、品種登録の要件を確認す
るための特性調査、登録品種の
育成者権侵害に関する相談、情
報収集・提供、品種類似性試験
を実施

○流通段階の種苗を集取し、表
示内容や発芽率、純度等の品
質に関する検査を実施
○遺伝子組換え生物を使用して
いる場所等への立入検査を実
施
○国際種子検査規程に基づく
種子の品質検査、ＥＣとの協議
に基づくＥＣ向け輸出野菜種子
の検査を実施
○種苗業者が災害対策用に保
管する園芸種子の検査を実施

○優良種苗の増殖に必要な、
健全無病の原原種（元だね）を
安定供給
○全国的な需給調整により、需
要に見合った原原種を確実に配
布

○業務の高度化・効率化を図る
ため、新しい技術の開発、応
用、実用化について調査研究を
実施

○独立行政法人農業生物資源
研究所センターバンクとする
「ジーンバンク事業」のサブバン
クとして、いも類・果樹類・茶・特
用作物等、栄養体で保存する必
要のある植物の保存・特性調査
を実施

629百万円
(▲91百万円)

218百万円
(8百万円)

1,059百万円
(103百万円)

101百万円
(0百万円)

210百万円
（▲12百万円)

879百万円
(27百万円)

224百万円
(8百万円)

1,194百万円
(102百万円)

101百万円
(0百万円)

264百万円
（▲12百万円)

57 17 141 10 23

本事業を実施している民間主体
はない。

本事業を実施している民間主体
はない。

（ばれいしょ）
全国的な需要に対応できるよう
な大規模で事業を実施している
民間主体はない。なお、近年、
マイクロチューバー等の器内増
殖技術が開発され、隔離ほ場を
用いずに無病性の確保が比較
的容易で生産期間の短い原原
種生産が可能となっており、付
加価値の高い一部の品種で民
間企業（キリンアグリバイオ
（株））により商業化されている
ほか、カルビーポテト（株）が事
業化を検討。
（さとうきび）
本事業を実施している民間主体
はない

本事業を実施している民間主体
はない。

本事業を実施している民間主体
はない。

民間主体による実施状況
（同種の事業を行う民間主体のｺｽﾄ、人員

等）

国からの財政支出
（対19年度当初予算増減額）

事務・事業に
係る20年度予
算要求額

支出予算額
（対19年度当初予算増減額）

事務・事業に係る定員（19年度）
（平成19年1月1日現在の実員数）

事務・事業の概要

Ⅰ．横断的視点

該当類型

１．事務・事業及び組織の見直し

事務・事業名



１　本事務・事業は、育種の素
材となる植物遺伝資源の保存
等を適正に行うことにより、育種
に関する試験研究を活発にし、
農業生産の活性化に貢献する
ものである。我が国は植物遺伝
資源に乏しく、そのほとんどを外
国に依存しているが、国連環境
計画のもと、生物の多様性を保
全し、遺伝資源を持続的に活用
してそこから得られる利益を公
平に分配しようという「生物多様
性に関する条約」が1992年に採
択され、海外からの再導入が難
しい状況になっていることから遺
伝資源の保存の重要性が増し
ている。
　また、本事務・事業は栽培試
験、種苗検査及び種苗生産業
務と一体的に実施することによ
り相乗効果を発揮している。

２　仮に本事務・事業が廃止さ
れた場合、育種が停滞し、農業
生産が後退することによって国
民生活及び社会経済に著しい
支障を及ぼすとともに、栽培試
験、種苗検査及び種苗生産の
各業務のコストアップにつなが
る。

廃止すると生じる問題の内容、
程度、国民生活への影響

１　植物新品種は、「知的財産
立国」を目指す我が国におい
て、農林水産分野における重要
な知的財産と位置づけられてお
り、我が国は「植物新品種の保
護に関する国際条約（ＵＰＯＶ）」
に加盟し、種苗法（ＵＰＯＶ条約
に対応した国内法）に基づく品
種登録制度により、植物新品種
の適切な権利保護に取り組んで
いるところである。
　栽培試験は、植物の新品種で
ある出願品種を実際に栽培して
特性を調査するものであり、国
はその調査結果をもとに、品種
登録の要件を満たすか否かの
判断を行い、出願者に対し「育
成者権」（「特許権」や「著作権」
に相当）を付与している。この
「育成者権」は、他の者の利用
を排除する排他的独占権であ
り、その侵害に対しては損害賠
償や刑事罰が設けられている
強力な権利である。
　このように、栽培試験は、
①　国際条約及び種苗法に基
づき、出願品種の審査の一部と
して行うものであり、知的財産権
である「育成者権」の付与の根
幹をなす事務・事業であること
②　付与した権利についても適
切な利活用が図られるよう、的
確な保護が求められること
　といった公共上の見地から、
確実に実施される必要があり、
今後とも国の関与の下、実施す
ることが不可欠である。

２　仮に本事務・事業を廃止した
場合には、条約加盟国としての
義務が履行できなくなるととも
に、育成者の権利が適切に保
護されず、不法に増殖された種
苗や収穫物が流通することによ
り、育成者は新品種の育成に要
したコストを回収できず、新たな
品種開発が阻害され、ひいて
は、高品質な農林水産植物の
安定供給や、我が国農林水産
業の競争力が損なわれることに
より、国民生活に著しい支障を
及ぼすこととなる。

１　種苗は外観により品種や品
質を識別することが困難である
ことから、種苗法に基づく指定
種苗制度において、種苗業者に
品種名等の表示を義務づけ、生
産等基準を遵守させることによ
り、優良な種苗の流通を確保
し、種苗の需要者である農業者
等を保護している。これらの遵
守状況を担保するためには、流
通段階の種苗を監視して違反
種苗をすみやかに発見し、当該
種苗の使用を防ぐとともに、当
該種苗を販売した種苗業者を取
締り、改善指導や行政処分を的
確に行うことが重要である。この
ため、農林水産大臣は、種苗法
に基づき、専門的知見や専門施
設を有する種苗管理センターに
指定種苗の集取・検査を行わせ
ている。
　特に、①近年の種苗の表示義
務違反事件の続発を踏まえ、種
苗流通の監視体制の強化、②
農薬使用状況の表示義務化に
伴う、種苗業者への指導強化が
必要な状況にある。
　また、カルタヘナ法では、大臣
承認を受けていない遺伝子組
換え農作物等の我が国への輸
入や国内での流通・使用が禁止
されており、その担保措置とし
て、農林水産大臣は、農作物等
に未承認の遺伝子組換え農作
物等が含まれていないかどうか
を輸入又は国内流通の段階で
確認するため、同法に基づき、
専門的知見や専門施設を有す
る種苗管理センターに立入検査
等を行わせている。
   さらに、優良種子の輸出入等
の円滑な流通を確保するため、
種苗管理センターは、国際種子
検査協会(ＩＳＴＡ)から、種子伝染
性病害等を含む検査項目の承
認を得た唯一の承認種子検査
所として、種苗業者等からの依
頼により国際基準に基づいた種
子検査を行い、公的な証明書を
発行している。また、日本からＥ
Ｃに輸出する野菜種子について
は、我が国とＥＣとの協議に基
づき、種苗管理センターが輸出
種子の検査を行っており、これ
らの依頼検査等については、今
後とも継続的な実

１　本事務・事業は、栽培試験、
種苗検査及び種苗生産の各業
務の高度化・効率化を図るた
め、新技術の開発や、他の試験
研究機関の成果を種苗管理の
現場に導入・実用化するために
行っているものである。

２　仮に本事務・事業が廃止さ
れた場合、栽培試験、種苗検査
及び種苗生産業務の効率的か
つ効果的な実施に支障が生じ、
ひいては、育成者権の保護・活
用、種子流通の適正化、食料の
安定供給や農業の持続的発展
に重大な支障が生じ、国民生活
に著しい影響を与える。

１　我が国の畑作振興上、極め
て重要な基幹作物であるばれい
しょ及びさとうきびについては、
種苗増殖率が著しく低く（約１０
倍）、ウイルス病やジャガイモシ
ストセンチュウ等の種苗伝染性
病害虫に侵されやすいといっ
た、他の作物にない特殊性が存
在する。このため、これら作物に
ついては、厳格な管理の下、３
段階増殖体系(原原種→原種→
採種)により、健全無病な優良種
苗を安定供給する体制を整備し
ており、種苗管理センターは、こ
のうち最も厳重な管理が求めら
れる原原種等について、病害虫
の侵入防止策が徹底された隔
離ほ場において、継続的な病害
虫検査を実施しつつ、これら作
物の生産動向に即した種苗生
産を行い、安定的かつ公平に道
県に配布している。
　特に、ばれいしょについては、
病害虫による被害が特に甚大
であることから、植物防疫法に
基づく唯一の国内検疫の対象
作物とされているとともに、栽培
期間が比較的短いことや、単位
面積あたりの収穫カロリーが穀
物よりも高いこと等から救荒作
物として位置付けられており、
「食料・農業・農村基本計画」に
即し、不測時においてばれい
しょへの転換等により食糧の増
産が図られるよう、種苗の緊急
増殖体制の確立等による支援
体制の整備が求められている。
　また、さとうきびについては、
種苗伝搬性病害の被害が大き
いことに加え、離島であり、台風
の常襲地帯でもある鹿児島県
西南諸島及び沖縄県の農業に
おける、他作物への代替が困難
な基幹作物として、地域経済上
の重要な役割を担っている。

２　仮に本事務・事業を廃止した
場合には、生産現場への健全
無病な種苗の供給が不可能と
なり、ウイルス病等の蔓延によ
り我が国畑作農業に甚大な被
害をもたらし、また、ばれいしょ
については、植物防疫法により
種ばれいしょ及び生鮮ばれい
しょの輸入が実質的に不可

①



施が必要な状況にある。
２　仮に指定種苗の集取・検査
を廃止した場合には、不正表示
や低品質の不良種苗の生産・
流通により、異品種の播種、不
発芽等が発生して農業者の生
産活動に著しい支障を及ぼし、
さらには、高品質な農林水産物
の安定供給が阻害されることに
より、国民生活に著しい支障を
及ぼすことになる。
  また、カルタヘナ法に基づく立
入検査等を廃止した場合には、
議定書の締約国としての義務が
履行できなくなるとともに、遺伝
子組換え生物の拡散により生物
の多様性に悪影響をもたらし、
国民の健康で文化的な生活の
確保に著しい支障を及ぼすこと
となる。
　さらに、仮に依頼検査等を廃
止した場合には、種子の品質証
明が行えず、種苗業者は公的
証明のない種子として諸外国か
ら輸出入を拒否される等の支障
が懸念され、種苗産業に被害を
もたらす恐れがある。

能であるため、これらの結果とし
て食料の安定供給が阻害され、
国民生活に著しい支障を及ぼす
こととなる。

②

主要業務

独立行政法人種苗管理セン
ター法（平成十一年十二月二十
二日法律第百八十四号）の第３
条及び第１１条第１項第１号に
基づく事業。

主要業務

独立行政法人種苗管理セン
ター法（平成十一年十二月二十
二日法律第百八十四号）の第３
条及び第１１条第１項第２号に
基づく事業。

主要業務

独立行政法人種苗管理セン
ター法（平成十一年十二月二十
二日法律第百八十四号）の第３
条及び第１１条第１項第３号に
基づく事業。

主要業務

独立行政法人種苗管理セン
ター法（平成十一年十二月二十
二日法律第百八十四号）の第１
１条第１項第４号に基づく事業。
栽培試験、種苗検査及び種苗
生産の各業務の高度化・効率
化を図るための調査研究であ
り、これら業務と密接不可分で
ある。

主要業務

独立行政法人種苗管理セン
ター法（平成十一年十二月二十
二日法律第百八十四号）の第１
１条第３項に基づく事業。
栽培試験業務におけるリファレ
ンスコレクション、種苗検査にお
ける品種純度検査、種苗生産
等と一体的に実施することとに
より相乗効果を発揮しており、こ
れら業務のコストダウンにつな
がっている。

２９年
（事業開始：昭和５３年）

５９年
（事業開始：昭和２３年）

　　　　　　　　　６０年
事業開始
（ばれいしょ及び茶：昭和２２年）
（さとうきび　　　　　：昭和４０年）

１７年
（調査研究課の設置：平成２年）

２２年
（事業開始：昭和６０年）

事務・事業の位置づけ
（主要な事務・事業との関連）

事業開始からの継続年数



④

知的財産戦略本部の知的財産
推進計画及び農林水産省知的
財産戦略において、植物新品種
の保護を強化することとされて
おり、本事務・事業は国の重点
施策と整合している。

食料・農業・農村基本計画にお
いて、農場から食卓までのリス
ク管理の徹底を図ることとされる
とともに、近年、種苗の表示義
務違反事件が続発し、監視の強
化が求められるところであり、本
事務・事業は国の重点施策と整
合している。

食料・農業・農村基本計画及び
さとうきび増産プロジェクト基本
方針において優良種苗の育成・
普及を図ることとされるととも
に、基本計画の生産努力目標
は本事務・事業の実施が前提と
なっており、本事務・事業は国の
重点施策と整合している。

国の重点施策である植物新品
種の保護強化、優良種苗の育
成・普及など、食料の安定供給
に資する調査研究を実施してお
り、本事務・事業は国の重点施
策と整合している。

生物多様性条約に基づく生物
多様性国家戦略（平成14年３月
作成）において生物資源の持続
可能な利用を行うための具体的
取組としてジーンバンク事業が
位置づけられており、本事務・事
業は国の重点施策と整合してい
る。

・受益者：出願者に育成者権が
付与されるが、新品種の育成の
振興を通じて、農林水産業の発
展に寄与することにより、食料
の安定供給や、我が国農林水
産業の競争力の強化を通じ、広
く国民が受益している。
・負担者：国（運営費交付金）
但し、品種登録に係る出願料に
ついては国庫に納付。依頼によ
る品種類似性試験等について
は、依頼者が実費を負担してい
る。

・受益者：種苗流通の適正化を
通じて農林水産業の発展に寄
与することにより、食料の安定
供給を通じ、広く国民が受益し
ている。
・負担者：国（運営費交付金）
但し、依頼検査については、依
頼者が実費を負担している。

・受益者：原原種は原種を生産
する原種生産道県又は道県の
指定する原原種取扱団体に配
布しているが、健全無病な原原
種を安定的かつ公平に供給す
ることにより、生産努力目標の
達成や食料自給率の向上を通
じ、広く国民が受益している。
・負担者：国（運営費交付金）
一部を原種生産道県又は道県
の指定する原原種取扱団体が
負担している。

・受益者：栽培試験、種苗検査、
種苗生産の効率的かつ効果的
な実施を通じて、広く国民が受
益している。
・負担者：国（運営費交付金）

・受益者：優良品種の育成・普
及を通じて、広く国民が受益して
いる。
・負担者：国

７１．６％（平成20年度）
国費：629,094千円／事業費：

879,069千円

９７．４％（平成20年度）
国費：218,391千円／事業費：

224,255千円

８８．６％（平成20年度）
国費：1,058,524千円／事業費：

1,194,270千円

１００％（平成20年度）
国費：100,604千円／事業費：

100,604千円

７９．４％（平成20年度）
国費：209,602千円／事業費：

263,989千円

③

・沖縄の復帰に伴い、昭和５３年
に沖縄農場を設置
・茶について、在来品種から「や
ぶきた」等への優良品種への転
換ピークが過ぎたことから、平
成元年に奈良農場を廃止
・平成３年に、後志農場を胆振
農場の分場とする（平成１８年に
北海道中央農場の分場に変更）
・平成９年以降、茶原種の配布
品種を新たに育成された品種及
び今後普及が見込まれる品種
等に特化するとともに、金谷農
場における茶原種の生産・配布
業務を廃止
・平成１８年以降、新品種立上
げ小規模多品種生産農場、大
規模少品種生産農場等の農場
毎の役割分担を明確にした業務
の集約化
・急速増殖技術による農場用種
子（元だね）生産担当農場の明
確化
・府県向けばれいしょ原原種需
要の減少に対応し、１８年度を
もって八岳農場でのばれいしょ
原原種生産・配布業務を廃止
・茶原種の生産・配布業務を１８
年度をもって廃止

・１８年度をもって調査研究課を
廃止し、各業務担当課において
一体的な実施体制を構築
・複数の業務に共通するDNA品
種識別についてチームにより効
率的な調査研究、業務実施体
制を構築
・調査研究課題の重点化、実施
場所の拠点化、競争的資金の
導入、試験研究機関との連携

・平成３年に胆振農場の種苗検
査業務を北海道中央農場に移
管
・種子伝染性病害による流通種
子の品質低下が問題視される
ようになったことから、平成１３
年以降、依頼検査における検査
対象病害を毎年拡大
・平成１４年に遺伝子組換え種
子の混入検査を開始
・平成１５年にカルタヘナ法の施
行に伴い、遺伝子組換え生物を
使用している場所等への立入
検査等を実施
・平成１７年に指定種苗制度の
改正に伴い、指定種苗の範囲
が大幅に拡大されるとともに、
表示事項として農薬の使用履歴
が追加
・平成１８年度に久留米分室の
種苗検査機能を西日本農場に
移管

（１）
事務・事業
のゼロベース
での見直し

財政支出への依存度
（国費／事業費）

国の重点施策との整合性

受益と負担との関係
（受益者・負担者の関係、両者の関係）

①

これまでの見直し内容

・平成３年に大阪分室を廃止し、
関西品種調査農場（平成１３年
に関西農場に改称）を設置
・平成１０年に十勝農場及び上
北農場の栽培試験を北海道中
央農場等へ移管
・平成１０年に種苗法の大改正
が行われ、品種登録の対象を
全農林水産植物に拡大するとと
もに、品種登録によって付与さ
れる権利を「育成者権」として明
確化
　この種苗法改正を受け、栽培
試験対象植物についても年々
拡大を図り、実施点数について
も増加が図られるよう事業を重
点化
・平成１５年に関西農場（大阪
市）を岡山県笠岡市に移転（西
日本農場に名称変更）し栽培試
験実施能力を強化
・平成１８年に北海道中央農場
及び嬬恋農場の栽培試験業務
を八岳農場へ、久留米分室にお
ける栽培試験業務を西日本農
場へそれぞれ移管
・平成１８年度から公募による委
託栽培試験を開始



　 ②
別紙１に記載 別紙１に記載 別紙１に記載 別紙１に記載 別紙１に記載

③

UPOV条約の加盟各国（現在６４
ケ国）における栽培試験は国の
直轄で行うべき重要な業務とし
て位置付けられており、それぞ
れ国の機関が担当している。
（例）
ドイツ：連邦品種庁
フランス：品種・種子管理研究所
韓国：国立種子管理所

アメリカでは、州間取引される種
子の監督及び国際種子検査証
明書の発行は農務省の種子検
査部局が実施しており、また、
各州内で流通する種子の集取
及び検査は各州の検査官が実
施している。
ＥＵ加盟国では、野菜種子の流
通に関する共通の制度（ナショ
ナルリスト）を採用しており、域
内で野菜種子を販売するために
は、各国の品種リストに登録し、
種子の公的審査・検定を受ける
ことが義務づけられている。
（例）
ドイツ：連邦品種庁
フランス：品種・種子管理研究所
韓国：国立農産物品質管理院

（ばれいしょ）
ばれいしょについては、イギリス
では、培養苗までは国の機関
で、原原種生産は国により認可
された特定生産者が行ってい
る。この場合、培養苗段階まで
は民間参入を認めておらず、ま
た原原種以下の栽培ほ場の病
害検疫は全筆検査となってお
り、我が国より厳しい。
（さとうきび）
さとうきびについては、アメリカ
においては、原原種の元だねは
連邦農務省から供給等されるも
のに限られている。

食糧農業植物遺伝資源として諸
外国において約540万点が保存
されいる。(FAO国別報告書
(1996))
食糧農業植物遺伝資源条約
（ITPGR)が2001年11月3日FAO
の総会で採択され、2004年6月
29日に発効した。

真に不可欠な業務 真に不可欠な業務 真に不可欠な業務 真に不可欠な業務 真に不可欠な業務
事務・事業が真に不可欠かどうかの評

価

これまでの指摘に対応する措置

諸外国における公的主体による
実施状況

④ 財政支出に見合う効果
（効果が得られているか、その根拠）

栽培試験の実施により、品種登
録件数は着実に増加し、毎年の
登録件数は、ＥＵ、アメリカに次
いで世界第３位となっており、新
品種の育成に大きく寄与すると
ともに、大きな行政課題である
審査登録に要する期間の短縮
につながっている。さらに、栽培
試験データーの国際的な統一
化等により、ＥＵとの審査協力協
定の締結をはじめＵＰＯＶ加盟
各国との審査協力が進みつつ
ある。
　また、品種類似性試験の実施
等により、水際及び国内での育
成者権の侵害の抑止に大きな
成果を上げており（おうとうの豪
州への違法持ち出し、輪菊の違
法輸入販売等の解決）、我が国
はアジア地域における育成者権
保護におけるリーダー的存在と
なっている。

種苗管理センターにおける種苗
検査の的確な実施により、不完
全表示点数は１％以下となって
おり、平成１７年６月の省令改正
による指定種苗への農薬使用
表示義務の強化についても円
滑な対応が行われた。また、発
芽率や病害等の品質に関して
は、検査結果に問題がある都度
種苗業者に改善を求めることに
より、種苗の流通の適正化が図
られている。

独立行政法人農業生物資源研
究所をセンターバンクとする
ジーンバンク事業の栄養繁殖性
植物に関しての中心的なサブバ
ンクとして機能しており、１８年度
末において、約１１千件の植物
遺伝資源を保存している。

ばれいしょ及びさとうきびについ
て、毎年需要に見合った健全無
病な原原種を生産配布すること
により、生産性（単位面積当たり
収量）が大きく向上し、ばれい
しょの主産地である北海道の単
位面積当たり収量は世界のトッ
プレベルにある。また、さとうき
びでは新品種の普及にも重要
な役割を果たしており、さとうき
び増産プロジェクト基本方針（平
成１７年１２月）の推進に大きく
寄与している。
（参考）
○農業粗生産額（１７年）
   ばれいしょ　１，２２８億円
   さとうきび　 　　２４６億円
○罹病種苗の収量（優良種苗を
１００とした罹病種苗の収量）
・ジャガイモ葉巻病（重症）２３
・ジャウガイモＹモザイク病４５
・サトウキビモザイク病
　（新植）６８、（株出し）６０

調査研究により得られた成果に
ついて、各業務に順次導入して
おり、業務の高度化、効率化に
大きく寄与している。
・香気成分や機能性成分の品
種間差の調査手法を開発し、栽
培試験の特性検定に導入した
ほか、果樹研究所との共同研究
によりＤＮＡ分析によるナシの品
種識別を可能とした。
・種子伝染性病害の検定手法を
開発し、種苗検査業務における
検査対象病害の拡大を図った
ほか、ウリ科果実汚斑細菌病に
ついて考案した検査技術を特許
出願した。
・ジャガイモウイルス病の遺伝
子診断法を開発し、ばれいしょ
原原種生産における検定業務
の効率化を図った。



種苗業者が災害対策用に保管
する園芸種子の検査業務の廃
止

○ばれいしょ原原種生産の部分
的な民間移行を検討
○八岳農場のばれいしょ原原種
生産配布業務の廃止に伴う用
地の返還

調査研究課題の選定における
外部有識者の意見の反映

－ 事務・事業の廃止による業務費
用の削減
（見込額：２百万円）

業務費用の削減
（見込額：２百万円）

業務経費の効率的な運用
（見込額：－）

－ 業務の重点化 ○付加価値の高い一部品種に
ついての民間企業からの要望
に対応
○業務の廃止に伴う保有資産
の見直し

試験研究課題の重点化

否 否 一部可 否 －

－ － 規制なし － －

可

付加価値の高い一部品種につ
いては事業性有
（理由）
近年、マイクロチューバー（MT)
等の器内増殖技術が開発され、
隔離ほ場を用いずに無病性の
確保が比較的容易で生産期間
の短い原原種生産が可能となっ
ており、付加価値の高い一部の
品種で民間企業により商業化さ
れているところ。
しかしながら、
①万が一病害虫に侵された種
ばれいしょを使用することにより
病害が蔓延した場合、使用者の
みならず広く産地が壊滅的被害
を受けることとなることから、事
業としてのリスクが極めて高い
こと。また、産地における事業主
体に対する健全性に関する信
頼の確保が事業遂行の大前提
であること。
②気象変動による不作時を含
めて、毎年安定的に継続して供
給するとともに、全国的需給調
整を行いながら、公平に各道府
県に配布する必要があること。
③原原種は原種を生産する原
種生産道県又は道県の指定す
る原原種取扱団体に配布してい
るが、健全無病な原原種を使用
することにより産地全体の生産
性の向上につながることから受
益範囲の特定ができないこと
④ばれいしょは生産費に占める
種苗費のウエイトが高いことか
ら、現在のばれいしょ市場価格
に照らし、一般の品種について
対価を収受することは困難であ
ること
から、事務・事業全体の事業性
は低い。

－

民営化を前提とした規制の可能
性・内容

事業性の有無とその理由

事務・事業の見直し案（具体的措置）

行政サービス実施コストに与える影響
（改善に資する事項）

－ －

理由

民営化の可否

－



－ － 未定 － －

否 民営化しない理由

栽培試験は、
①　国際条約及び種苗法に基
づき、出願品種の審査の一部と
して行うものであり、知的財産権
である「育成者権」の付与の根
幹をなす事務・事業であること
②　付与した権利についても適
切な利活用が図られるよう、的
確な保護が求められること
 　といった公共上の見地から、
確実に実施される必要があり、
今後とも国の関与の下、実施す
ることが不可欠である。
　また、
①　栽培試験で得られた特性
データ（花の大きさ・形・色、病害
抵抗性の有無等）は、｢育成者
権｣という排他的独占権の付与
の根幹をなすものであり、一旦
品種登録がなされれば、権利の
一部ともなることから、中立・公
正性が強く求められること
②　栽培試験によって知り得る、
新品種に関する情報(特性デー
タ、親品種、育成方法等)は、新
品種を｢商品｣とする出願者に
とってはまさに企業戦略の一部
であり、重要な企業秘密である
ため、極めて高度な守秘義務が
求められるものであり、万一、新
品種に関する情報や新品種そ
のものが漏洩した場合には、企
業秘密である育成方法が模倣さ
れたり、不法に増殖された新品
種が流出して出願者は極めて
重大な損害を受けるおそれがあ
ること
③　栽培試験は、出願された品
種を類似する対照品種と同一条
件下で実際に栽培し、品種登録
の要件である区別性、均一性、
安定性を調査するものであるた

指定種苗の集取・検査は、
①　農林水産大臣による販売禁
止命令、違反業者公表といった
厳しい行政処分につながるもの
であり、また、虚偽表示を行った
り、集取を拒否した者に対して
は罰則が設けられている「公権
力の行使」であるため、中立・公
正性が強く求められること
②　農林水産大臣の指示に基
づき、迅速かつ適正な実施を図
る必要があること（このため、大
臣は、業務の適正な実施確保
の観点から命令を行うことがで
きることとされている）
③　集取した種苗の品質検査に
当たっては、植物生理学や植物
病理学等の幅広くかつ深い知
識と技術を必要とし、また、国際
的に通用する検査結果とするた
め、ＩＳＴＡ（国際種子検査協会）
の検査規程に基づき検査を行
い、また、定期的にＩＳＴＡの行う
熟練度テストを受けるなど、高
い技術を保持しなければならな
いこと
  から、国の指示を受けて国と
一体となって実施することが不
可欠であり、民間に委ねること
はできない。
　また、カルタヘナ法に基づき、
遺伝子組換え生物の使用規制
を担保するため、遺伝子組換え
生物を使用している場所等への
立入検査等を実施しており、
 ①　同法に基づく立入検査等
は、農林水産大臣の指示により
行う、遺伝子組換え生物使用者
等に対する強度の「公権力の行
使」であるため、中立・公正性が
強く求められていること
② 立入検査等に関する情報

民営化を行わない栽培試験、種
苗検査及び種苗生産業務の高
度化・効率化のための調査研究
であり、民営化に馴染まない。

中期計画において、「民間にお
けるマイクロチューバー等の器
内増殖技術を用いた原原種生
産の状況を的確に把握するた
め、関係者による協議会を開催
し、民間等への部分的な移行に
ついて検討する。」こととしてい
る。１８年１２月に原原種の安定
供給の確保について関係者間
での意見交換、情報の共有を行
う協議会を開催し、具体的な参
入希望に関し関係者による協議
を行う等、参入環境の整備が図
られつつある。

民営化の時期

民営化に向けた措置

（２）
事務・事業の
民営化の検討



といった特性を有し、民間へ委
ねた場合、必ずしも実施されな
いおそれがある。仮に、品種登
録業務が確実に実施されない
場合は、不適切な権利設定が
行われ、品種登録制度の根幹
を揺るがすこととなりかねない。

a施設の管理・運営

　 　

否 否 否 否 －

入札種別（官民競争／民間競
争）

入札実施予定時期

安定性を調査するものであるた
め、すでに流通していない品種
を含めた膨大な数の対照品種
をリファレンスコレクションとして
常に用意する必要があり、永年
の蓄積と継続的な実施が求めら
れること
④　栽培試験は、非常に多くの
種類の植物を対象とするもので
あり、その実施に当たっては、
植物分類学、植物形態学、植物
栽培学、植物病理学といった極
めて幅広くかつ高度な知識と技
術のほか、植物生育のあらゆる
ステージを通じて変化を見逃さ
ない深い観察力等を必要として
おり、こうした人材が確保でき、
実施環境が整うのは、当法人以
外では一部の大学や試験研究
機関等に限られること
⑤　出願される植物の種類や品
種数は常に変動することから、
利益追求の観点からの効率性
が期待できないこと
⑥　育成者権の保護・活用に関
する相談への助言、育成者権
侵害状況記録の作成、証拠品
保管のための種苗等の寄託、
品種類似性試験の実施は、極
めて高度な中立性と守秘義務
が求められるとともに、近年の
育成者権侵害の増加の中で、
国会においても品種保護Ｇメン
の活動の強化が繰り返し求めら
れていること

② 立入検査等に関する情報
は、厳重な秘密保持が求められ
ているものであり、万一、情報が
事前に漏洩した場合には、適正
な使用が行われていない遺伝
子組換え生物が隠匿されてしま
い、違反者の摘発・処分や違法
な遺伝子組換え生物の使用を
防止できなくなるおそれがある
こと
　から、国の指示を受けて国と
一体となって実施することが不
可欠であり、民間に委ねること
はできない。
　さらに、依頼検査については、
①　種子の輸出入に当たっての
種子証明は、国際的に承認され
た中立・公正な機関により確実
に実施される必要があり、特
に、ＥＣ向け輸出野菜種子の検
査については、我が国とＥＣとの
協議に基づき行うものであるこ
と
②　また、国際検査機関の認証
を得て自社製品の検査を行って
いる民間企業は、大企業の２社
に限られることから、民間の主
体に委ねることについては、利
用者である種苗業者に対する
中立・公正性の点から問題があ
り、中小企業の多い種苗業界の
発展を妨げるおそれがある。

可

官民競争入札等の実施の可否

該当する対象事業

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

f検査検定、g徴収、hその他



事業開始予定時期

契約期間

否 否 否 否 否

移管先

内容

理由

今
後
の
対
応

導入しない理由

栽培試験は、出願品種に最も類
似した対照品種を選定し、同一
条件の下で実際に栽培を行い、
相対的な比較調査により特性
データ（花の大きさ・形・色、病害
抵抗性の有無等）を得るもので
あるが、こうした相対比較試験
の性質上、正確なデータを得る
ためには極力同一主体が同一
条件で行う必要がある。これを
民間の様々な実施主体が次々
と担うことは、データの統一性を
欠き、品種登録の審査の基礎と
なるデータの信用性が著しく損
なわれ、品種登録制度の適正な
運用の根幹を揺るがしかねな
い。
　さらに、出願から品種登録に
要する期間を短縮することが大
きな行政課題に掲げられてお
り、その切り札として、国際間に
おける審査データの相互使用に
より審査の効率化を図ろうとす
る取組が進みつつある。その
際、公的機関以外で実施された
栽培試験のデータは、国際的に
信用が得られず原則として、交
換ができないことから、このよう
な国際協力において、我が国の
みが孤立してしまうおそれがあ
る。
　これらの理由から本事務・事
業については、栽培・調査が比
較的容易な一部の植物品種に
ついては委託による栽培試験を
継続していくものの、栽培試験
の実施主体は引き続き当法人
が独占することが必要不可欠で
ある。

ばれいしょ原原種の生産・配布
については、隔離ほ場を用いず
に、無病性の確保が比較的容
易で生産期間の短い器内増殖
技術を用いた方法では民間企
業により行われているところで
あるが、この方法では大規模な
実施は高コストで採算性が低い
こと等から、付加価値の高い一
部品種に限られており、全国的
な需要に対応できるような大規
模な事業を実施している民間主
体はない。
　一方、全国的な需要に対応で
きるような大規模な事業を隔離
ほ場を用いて実施するために
は、
①隔離性の高い広大なほ場の
確保が困難であること
　仮に、種苗管理センターの隔
離ほ場を使用するとした場合で
も、万が一にもウイルス病や
ジャガイモシストセンチュウ等の
病害虫に侵された原原種を供給
した場合、広く産地に壊滅的な
被害を与えることとなるほか、
ジャガイモシストセンチュウに汚
染された場合には、当該ほ場は
半永久的に原原種ほ場としての
使用が不可能となり、取り返し
のつかないことになること
②専門的知識を有した職員によ
る厳格な品質管理が要求され、
技術者育成に長期間を要するこ
と
③産地における事業主体の健
全性に対する信頼の確保が事
業遂行の大前提であること
等から、官民競争入札への応札
者が種苗管理センター以外には
考えられない。

官民競争入札等を行わない栽
培試験、種苗検査及び種苗生
産業務の高度化・効率化を図る
ために業務と一体的に行う調査
研究であり、官民競争入札にな
じまない。

種苗検査については、
①　種苗法やカルタヘナ法に基
づき、農林水産大臣の指示によ
り機動的な対応が求められるこ
と
②　種苗業者の企業秘密を知り
得る立場にあるため、高度な守
秘義務が求められるが、秘密の
漏洩を防止する観点から集中
的な管理が必要であること
③　国際的に通用する検査結果
を出すことができる第３者機関
が種苗管理センター以外に存在
しないこと
④　仮に上記③のような機関が
存在したとしても、種苗検査の
業務量は業務の性格上比較的
小規模であり、これを複数の主
体が分散して実施することは、
データの統一性が図り難くなる
ほか、人材育成の面からも非効
率にならざるを得ないこと
といったことから、今後とも、引
続き種苗管理センターが独占し
て実施することが必要不可欠で
ある。

可

（３）
官民競争入札
等の積極的な
適用

可

移管の可否

否

対象となる事務・事業の内容



　 否 移管しない理由

同様の業務を行っている法人が
存在しない。

同様の業務を行っている法人が
存在しない。

同様の業務を行っている法人が
存在しない。

同様の業務を行っている法人が
存在しない。

本事務・事業は栽培試験、種苗
検査及び種苗生産業務と一体
的に実施することにより相乗効
果を発揮しており、移管を行え
ば主要業務のコストアップにつ
ながるため。

否 否 否 否 否

一体的に実施する法人等

内容

理由

　 否 一体的実施を行わない理由

同様の業務を行っている法人が
存在しない。

同様の業務を行っている法人が
存在しない。

同様の業務を行っている法人が
存在しない。

同様の業務を行っている法人が
存在しない。

本事務・事業は栽培試験、種苗
検査及び種苗生産業務と一体
的に実施することにより相乗効
果を発揮しており、移管を行え
ば主要業務のコストアップにつ
ながるため。

＜組織関係＞ 　 　

２．運営の徹底した効率化

金谷農場及び知覧農場を廃止し、西日本農場に再編・統合（中期計画の前倒し）

金谷、知覧の両農場の栽培試験業務については、拠点農場への集中化による効率的な栽培試験実施、人材育成及び一般管理費
削減の観点から、西日本農場における栽培適性等の検討を行い、可能なものから西日本農場に移管する。
また、両農場における遺伝資源の保存と増殖業務についても他農場への移管を行い、用地売却等の進捗状況も踏まえながら、両
農場を廃止する。

給与水準及び役職員の報酬・給与等人件費に関する情報については、種苗管理センターホームページで公開している。

移
管

非公務員化の可否
（５）
特定独立

行政法人関係

（６）
組織面の見直

し 理由

見直し案
（廃止、民営化、体制の再編・整備

等）

①給与水準、人件費の情報公開の状況

一体的実施の可否

一
体
的
実
施

可

　

理由

（４）
他の法人への
移管・一体的
実施



役職員の給与等の対国家公務員指数
（在職地域、学歴構成、在職地域・
学歴構成によるラスパイレス指数）

人件費総額の削減状況

現状（平成19年４月１日現在）

効率化目標の設定の
内容・設定時期

該当なし 合計

別紙のとおり 合計

別紙のとおり

別紙のとおり

別紙のとおり

（３）
随意契約
の見直し
（４）
保有資産
の見直し

３．自主性・自律性確保

庁舎の施設管理業務、清掃業務、廃棄物処理業務、消防設備点検、浄化槽維持管理業務等について外部委託し、経費削減を図っ
ている。

人件費総額（退職金及び福利厚生費並びに人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く）については、中期目標・計画において、
平成２２年度までの５年間で５％以上の削減を行うこととしている。
17年度の「給与、報酬等」予算額　　2，189，619千円　　　　　　　　　 （決算額　　2，112，619千円）
18年度の「給与、報酬等」予算額　　2，146，762千円（△1．9％）　   （決算額　　2，109，348千円）

対国家公務員指数98.9％

情報公開の現状

見直しの方向

契約額

引き続き適切に関連情報を公表することとする。

中期目標期間中、業務運営の効率化による経費の削減については、運営費交付金のうち一般管理費（人件費を除く）を毎年度少な
くとも対前年比で３％縮減、業務費を毎年度少なくとも対前年比で１％削減する。（設定時期平成18年3月31日）

（１）
中期目標
の明確化

現状

関
連
法
人

関
連
法
人
以
外
の
契
約
締
結
先

資金の流れ等の情報として中期計画、年度計画、財務諸表、契約状況等をホームページで公表している。

（２）独立行
政法人の資金
の流れ等に関
する情報公開

中期計画において、①人員及び施設の有効利用、②組織の再編・統合、③事務運営の合理化、④効率化による経費の削減を行う
こととしている。

うち随意契約額（％）

②一般管
理費、業
務費等

契約額

別紙３に記載

１．情報共有システムの構築
　　情報共有の簡便性を向上させるため、ＶＰＮ（Virtual Private Network）を利用した種苗管理センター広域ネットワークの整備
　　を進めている。
２．インターネット電話の普及及びそれを用いた会議の実施
　　インターネット電話を職員に普及し、固定電話代の節減に努めている。また、インターネット電話を用いた会議を実施しており
　　国内旅費等の節減を図っている。
３．会計処理システムの高度化
　　既存会計システムをバージョンアップし効率化を図っているが、更に効率的な活用を検討する。

④情報通信技術による業務運営の効率
化の状況

名称

うち随意契約額（％）

近年、種苗に関する不正表示、種子伝染性病害の拡大、未検査の種ばれいしょの流通等の問題の発生などにより、食料の安定供
給や食の安全・安心の確保が脅かされている。このため、これらの課題に対処すべく、地方公共団体や民間企業との役割分担を明
確にしつつ、重点的かつ効率的な業務運営に取り組むよう、定量的な目標を含め明確に指示されている。

別紙２「独立行政法人における随意契約の見直しについて（依頼）」（平成19年８月10日付け行政改革推進本部事務局・総務省行政管理局事務連絡）に記載

当該法人への再就職者（随契の相
手方で同一所管に属する公益法人
に在職している役員の人数）

当該法人への再就職者（役員の氏
名及び当該役員の独立行政法人に
おける最終職名）

③民間委託による経費節減の取組内容

名称

（１）
可能な限りの
効率化の徹底



金額

0円

536,369円

0円

0円

233,565,324円

234,101,693円

財務諸表の収支に対し、経年比較及び他法人比較による財務分析を行っている。特に、管理経費については節減目標を定めるとと
もに、各農場に節減事例を公表することにより、一層節減が図られた。

財務分析を継続して行い、セグメント情報も正確に分析し効率化を図る。

事業別及び農場別にセグメント管理している。

　　　　件数

プロジェクトごとの収支管理の実施状
況

自己収入の内容（平成１８年度実績） 財源

見直し案

共同研究資金

　　　　件数　　　　　　　　　　　種類

原原種売却収入、農作物種子依頼検査手数料、品種類似性試験手数料、受託収入等

電柱敷地貸付料等

　　　　件数

計

中期目標を踏まえ、定量的な目標値を盛り込んだ中期計画を基に、各年度ごとの目標値を定めた年度計画を作成し、その達成に向
け効率的かつ効果的な業務の実施を図るとともに、業務運営について不断の検討と見直しを行う。

の明確化

今後の取組方針

引き続き上記の取組を継続して行うとともに、そのほかホームページに寄せられた意見や電話での指摘に対して、的確に対応する
とともに業務改善に活用している。

職員就業規則において服務規律等を定めているほか各種規程を整備するとともに、職員倫理の保持を図るため、各事業所ごとに
倫理管理者及び同補佐を設置し、その保持に努めている。また、適正な財務諸表等の作成、法人事業活動の効率的遂行などのた
め、内部統制が有効に機能しているかどうかについて継続的に監視するための、内部監査体制を整備している。さらに、「独立行政
法人等の業務・システム最適化実現方策」の中で、業務・システム全般に責任を持つ情報化統括責任者（ＣＩＯ）を設置している。な
お、職員が種苗管理センターの規程等に違反した場合には、「懲戒処分等審査委員会」が調査及び審議し、その意見等に基づき厳
正に処分等を行うこととしている。これらの法令遵守、倫理の保持等については、初級者研修等で周知するとともに、会議等を通じ
て違反の未然防止に努めている。職員に対する研修については、「種苗管理センター職員研修規程」に基づき年度計画を作成の
上、計画的に研修を実施している。
上記の取組を引き続き実施していくとともに、コンプライアンス委員会を設置し内部統制機能を強化する。

知的財産権

現状

配布後に余剰となったばれいしょ原原種及び規格外品について、種いも等として販売し自己収入をあげることについて、今後、関係
機関と協議する。

利用料

今後の取組方針

種苗検査技術講習会等を通じ、種子伝染性病害検査に係る依頼業者の意向等を把握し、依頼検査対象項目の拡大に活用するとと
もに、原原種の生産においては配布先にアンケート調査を実施しその結果に基づく改善計画の作成を行っている。また、クレームに
対しては必要事項を確認しつつ対応するとともに業務改善に活用している。

その他

現状（内部統制に係る組織の設置状
況、職員に対する研修の実施状況）

今後の取組方針

寄付金

管理会計の活用状況とその効果
（４）

管理会計を活
用

した運営の
自立化・効率
化・透明化

（３）
業務運営
の体制整備

（２）
国民による
意見の活用

今後の取組方針

（５）
自己収入の
増大等による
財源措置



最近改善した例

今後改善を予定している点

平成１８年度にはＨＰのデザインを一新し、情報の閲覧者に対するアクセシビリティを大幅に向上させるとともに、以下の項目
　について新たに公開を行った。
・随意契約について一定額以上の契約実績
・障害者雇用状況
・年度評価結果の役員人事、法人の運営、予算への反映状況
・ばれいしょ原原種検定結果

なし

独立行政法人通則法や情報公開法に基づき種苗管理センターの組織、業務及び財務に関する情報についてＨＰ等に公開すること
により、今後も業務の透明性の確保に努めていく。

その他

（６）情報公開の取組状況



（別紙１）

府省名 農林水産省

内容（指摘を受けた年度） 指摘主体 番号 内容（対応年度）

ばれいしょの原原種生産及び配布業務の集
約化

①

八岳農場におけるばれいしょ原原種生産及び配布業務を終
了するとともに、その他の農場においては、大規模・少品種、
小規模・多品種、新品種急速増殖等、各農場の役割分担を
進めた。（平成18年度）

ばれいしょ等の原原種生産及び配布業務の
効率化等

②

超密植栽培等の急速増殖技術の実証試験を行うとともに、
マイクロチューバー等を用いた原原種を利用する原種生産
道県・団体及び原原種を生産する企業等からなる「ばれい
しょ原原種の安定供給に関する協議会」を開催し、原原種の
安定供給の確保等について検討を行った。（平成18年度）

茶樹の原種生産及び配布業務の廃止

①
府県等への移行に当たり、挿し穂での配布及び母樹の提供
を行い、茶原種の生産及び配布を平成18年度末をもって終
了した。（平成18年度）

農林水産植物の品
種登録に係る栽培
試験等

品種登録に係る栽培試験業務の集約化・効
率化

①
北海道中央農場及び嬬恋農場の栽培試験業務を八岳農場
へ、久留米分室における栽培試験業務を西日本農場へ移管
した（平成18年度）

農作物の種苗の検
査

種苗検査業務の集約化 ①
久留米分室における種苗検査業務を西日本農場へ移管し
た。（平成18年度）

中期目標等における業務の重点化や効率化
に向けた取組の明確化

①
中期目標を踏まえ、中期計画に任務・役割を踏まえた重点化
や効率化に向けた取組を明記した。（平成18年度）

地方組織の運営の効率化 ②
久留米分室について、平成18年度末をもって廃止した。（平
成18年度）

技術専門職員が担当する業務の見直し ②
平成18年6月に「技術専門職の高度化計画」を策定し、計画
に基づき、従来一般職員が担当してきた栽培試験業務や、
種苗生産業務の一部についてＯＪＴを行った。（平成18年度）

合理化効果の発揮 ②

・事務管理部門及び種苗生産部門を集約化し、両部門で削
減した要員12名について総人員の削減（4名）を行うとともに
強化が必要な業務へ振替を行った（平成18年度）
・運営費交付金で行う業務における一般管理費を前年度比
で５．８％縮減、業務経費を前年度比で１．１％それぞれ縮
減。人件費について対前年度比１．９％を削減するとともに、
国家公務員の給与構造改革に準拠した見直しを実施。（平
成18年度）

非公務員による事務及び事業の実施 ①
「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関
係法律の整備に関する法律案」を平成18年通常国会に提
出、成立済み

見直し実施年度事務・事業名

独立行政法人
種苗管理センター

特定事業執行型

原原種の生産・配
布

その他

事業類型（区分）

　 ２．これまでの主な指摘には、行政減量・効率化有識者会議、政策評価・独立行政法人評価委員会等による指摘内容を簡潔に記載してください。
　　　なお、別紙1-2「「勧告の方向性」における指摘事項の措置状況（平成19年8月現在）」に記載の指摘事項はすべて記載してください。

措置状況（①措置済み、②対応中、③未措置）

第１横断的視点

（１）事務・事業のゼロベースでの見直し　②これまでの指摘に対応する措置

１．事務・事業及び組織の見直し

注１．見直し実施年度には中期目標終了時の見直しを実施した年度を記載してください。

これまでの主な指摘

政策評価・
独立行政法
人評価委員
会

平成17年度

法人名



（単位：千円）

3,308,396

115,158

１．農林水産植物の品種登録に係る栽培試験
○新品種である出願品種を栽培し、品種登録の要件を確認するための特性調査、登録品種の育成者権侵害
に関する相談、情報収集・提供、品種類似性試験を実施
２．農作物の種苗の検査
○流通段階の種苗を集取し、表示内容や、発芽率、純度等の品質に関する検査を実施
○遺伝子組換え生物を使用している場所等への立入検査を実施
○国際種子検査規程に基づく種子の品質検査、ＥＣとの協議に基づくＥＣ向け輸出野菜種子の検査を実施
○種苗業者が災害対策用に保管する園芸種子の検査を実施
３．ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布
○優良種苗の増殖に必要な、健全無病の原原種（元だね）を安定供給
○全国的な需給調整により、需要に見合った原原種を確実に配布
４．調査研究
○業務の高度化・効率化を図るため、新しい技術の開発、応用、実用化について調査研究を実施
５．植物遺伝資源の保存及び増殖
○独立行政法人農業生物資源研究所センターバンクとする「ジーンバンク事業」のサブバンクとして、いも類・
果樹類・茶・特用作物等、栄養体で保存する必要のある植物の保存・特性調査を実施

１．農林水産植物の品種登録に係る栽培試験
２．農作物の種苗の検査
３．ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布
４．調査研究
５．植物遺伝資源の保存及び増殖

独立行政法人の整理合理化案様式
3.資産債務型

法人名 独立行政法人種苗管理センター 府省名 農林水産省

　実物資産については、別紙３にのみ記入。
　
　金融資産・積立金については、別紙に計上した金融資産のうち、上述の事務・事業と関連を有す
る資産の具体的内容と見直しの具体的措置内容・理由を簡潔に記載すること。

資産との関連を有する事務・事業
の名称

資産の具体的内容、見直しの具体
的措置内容・理由等

資産との関連を有する事務・事業
の内容

国からの財政支出額

対19年度当初予算増減額 対19年度当初予算増減額 233,190

支出予算額 3,754,917



区分

1 種苗管理センター研究本館等 3 　茨城県つくば市藤本２－２ 1 1 23549 4492

2 きのこ種菌保存検査棟 3 　茨城県つくば市松の里１ 2 7 186 180

3 北海道中央農場庁舎等 3 　北海道北広島市西の里１０８９ 1 1 1900045 6944

4 北海道中央農場後志分場庁舎等 3 　北海道虻田郡真狩村字美原２７５－１ 1 1 3631966 4951

5 胆振農場庁舎等 3 　北海道勇払郡安平町早来富岡４９９ 1 1 3038350 6387

6 十勝農場庁舎等 3 　北海道帯広市幸福町東４線２１０－６ 1 1 2665092 7104

7 上北農場庁舎等 3 　青森県上北郡七戸町字柳平４３－８６ほか 1 1 1977338 5958

8 嬬恋農場庁舎等 3 　群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代１０１７－１ 1 1 3046095 7600

9 八岳農場庁舎等 3 　長野県茅野市玉川１１４０１－１ 1 7 139035 6655

10 金谷農場庁舎等 3 　静岡県島田市金谷３３８５－１ 1 1 12700 2038

11 金谷農場牧之原分庁舎等 3 　静岡県島田市牧之原１６７－４ 1 1 13471 161

12 西日本農場事務所等 3 　岡山県笠岡市平成町９１ 1 1 157775 11404

13 雲仙農場庁舎等 3 　長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊１４９４－３５ 1 1 755068 7936

14 知覧農場庁舎等 3 　鹿児島県川辺郡知覧町郡１７３２７ 1 1 40117 2683

15 鹿児島農場庁舎等 3 　鹿児島県熊毛郡中種子町油久５２５２－１ 1 1 202760 4550

16 沖縄農場庁舎等 3 　沖縄県国頭郡東村字宮城４０４ 1 1 498802 5713

実 物 資 産 の 処 分 に 係 わ る 具 体 的 措 置 (そ の ①)

施   設   名   等

 府省名： 農林水産省

敷地

  独立行政法人名： 独) 種苗管理センター

No. 所       在       地
建面積
(㎡)

合同形態
敷地面積
(㎡)



建築年次 建築年次 経年 経年

(新) (古) (新) (古) 用途地域 建ぺい率 容積率

1 4754 2004 1976 3 31 50 2 市街化区域 60 200 0.10093847

2 358 1981 1981 26 26 50 2 市街化区域 60 200 0.96236559

3 6944 2005 1948 2 59 50 1

4 4951 2002 1949 5 58 50 1

5 6387 2003 1950 4 57 50 1

6 7104 2003 1949 4 58 50 1

7 6376 2006 1982 1 25 50 1

8 7820 2006 1953 1 54 50 1

9 6688 2004 1948 3 59 50 1

10 2038 2004 1962 3 45 41 1 指定なし 60 200 0.08023622

11 304 1977 1960 30 47 41 2 指定なし 60 200 0.0112835

12 11472 2006 1988 1 19 31 1

13 8012 1999 1961 8 46 50 1

14 2683 2004 1962 3 45 50 1 指定なし 80 400 0.01671984

15 4550 2005 1966 2 41 50 1

16 5713 2006 1980 1 27 50 1

実 物 資 産 の 処 分 に 係 わ る 具 体 的 措 置 (そ の ②)

利用率No. 階層
延面積
(㎡)

耐用年数
法     規     制



計 土地 建物 その他

1 1556 961 534 61 1/9 事務・栽培試験・種苗検査）

2 28 0 28 0 9 1（栽培試験）

3 933 502 272 159 1/9 試験・種苗生産・遺伝資源）

4 410 130 191 89 1/9 1（種苗生産）

5 506 304 153 49 1/9 1（種苗生産）

6 902 458 328 116 1/9 1（種苗生産）

7 1182 709 204 269 1/9 種苗生産・遺伝資源）

8 581 274 215 92 1/9 種苗生産・遺伝資源）

9 230 0 163 67 1/9 栽培試験・遺伝資源）

10 276 128 141 7 18 1/9 栽培試験・遺伝資源）

11 122 118 2 2 25 1/9 栽培試験・遺伝資源）

12 985 327 574 84 1/9 試験・種苗検査・遺伝資源）

13 940 590 246 104 1/9 試験・種苗生産・遺伝資源）

14 283 128 148 7 16 1/9 栽培試験・遺伝資源）

15 222 49 125 48 1/9 種苗生産・遺伝資源）

16 584 259 189 136 1/9 種苗生産・遺伝資源）

B / S  価  格 (百万円)

実 物 資 産 の 処 分 に 係 わ る 具 体 的 措 置 (そ の ③)

耐震隣  接  庁  舎  名合   築   等No.
正面路線
価(千円)

用途 保有目的



法人名 府省名

No. 1 施設名 用  途

○  自らの保有が必要不可欠な理由

　　当該資産は、当法人における本部機能を有している資産で、全国に散在している農場の統括管理を行っているものである。
　　現在地が農林水産省や関係する独立行政法人に近く、種苗管理センターの各農場との地理的な中心地にあることから、本部
　　機能を他の農場へ移転することについては、連絡調整や業務運営を図るうえで著しい不便を生じる。
　　したがって、当該資産は当法人にとって必要不可欠であり保有を継続する必要がある。

○  売却する場合、売却予定時期 ：

農林水産省

1 (事務所)・9（事業用施設）

○  事務・事業の見直しに伴う売却等処分の方向性

      なし

 独) 種苗管理センター

種苗管理センター　研究本館　等

実 物 資 産 の 処 分 に 係 わ る 具 体 的 措 置 (そ の ④)



法人名 府省名

○  金融資産の内訳(18年3月31日時点、B/S価額)

A 合  計 : 百万円 内  貸付金 : 百万円

内  割賦債権 : 百万円

B 現金及び預金 : 百万円

C 有価証券 : 百万円

D 受取手形 : 百万円 内  貸付金 : 百万円

E 売掛金 : 百万円 内  割賦債権 : 百万円

F 投資有価証券 : 百万円

G 関係会社① : 百万円 ･･･ 関係会社株式

H 関係会社② : 百万円 ･･･ その他の関係会社有価証券

I 長期貸付金① : 百万円 ･･･ J・K以外の長期貸付金

J 長期貸付金② : 百万円 ･･･ 役員又は職員に対するもの

K 長期貸付金③ : 百万円 ･･･ 関係法人に対するもの

L 破綻債権等 : 百万円 内  貸付金 : 百万円

内  割賦債権 : 百万円

M 積立金 : 百万円

N 出資金 : 百万円

金 融 資 産 の 処 分 に 係 わ る 具 体 的 措 置 (そ の ①)

農林水産省 独) 種苗管理センター



法人名 府省名

○ 受取手形(D)及び売掛金(E)を生じる事由(事業の概要等)及び民業補完の徹底という観点からの見直しの方向性

○ 不良化している債権(L)の早期処分の方向性

○ 既存貸付金・割賦債権等の売却・証券化に向けた検討の方向性

○ 政策目標に比して過大と考えられる金融資産及び見直しの方向性

農林水産省

金 融 資 産 の 処 分 に 係 わ る 具 体 的 措 置 (そ の ②)

 独) 種苗管理センター

可能な限り、定量的な記載とする



(別紙)
独立行政法人の整理合理化
　第１　横断的視点
　　２．運用の徹底した効率化
(２)独立行政法人の資金の流れ等に関する情報公開

名　　　　　　　称

(有)富田工務店 18,814 千円 2,087 千円 11% － 人

(株)アグロ信州 4,586 千円 4,586 千円 100% － 人

(株)アラゼン 13,409 千円 1,334 千円 10% － 人

エヌ・ティ・ティ・データ・ソリューション(株) 7,888 千円 7,888 千円 100% － 人

(株)カネトモ 15,225 千円 0 千円 0% － 人

(株)コハタ 5,234 千円 0 千円 0% － 人

(株)ズコーシャ 2,604 千円 2,604 千円 100% － 人

(株)タカケン 3,266 千円 0 千円 0% － 人

トヤマ農材(株) 2,526 千円 0 千円 0% － 人

(株)マキ製作 12,821 千円 0 千円 0% － 人

ヤナセテクノグリーン(株) 21,975 千円 21,975 千円 100% － 人

(株)ヤンマー農機東日本 1,628 千円 0 千円 0% － 人

(株)伊藤商会 3,623 千円 0 千円 0% － 人

茨城県官報販売所 1,199 千円 1,199 千円 100% － 人

沖電気工業(株) 1,470 千円 1,470 千円 100% － 人

(株)サンシン 6,085 千円 0 千円 0% － 人

(株)神田 6,930 千円 0 千円 0% － 人

(株)丸中 5,807 千円 5,807 千円 100% － 人

(株)丸北柴田幸七郎商店 4,547 千円 0 千円 0% － 人

(株)工藤組 18,900 千円 0 千円 0% － 人

三菱スペース・ソフトウェア(株) 2,993 千円 2,993 千円 100% － 人

小柳協同(株) 2,405 千円 0 千円 0% － 人

(株)振興電機 3,885 千円 0 千円 0% － 人

新日本監査法人 1,336 千円 1,336 千円 100% － 人

(株)石川設計 2,205 千円 525 千円 24% － 人

(株)石要商店 2,519 千円 2,519 千円 100% － 人

雪印種苗(株) 2,281 千円 0 千円 0% － 人

大久保産業(株) 14,905 千円 100 千円 1% － 人

大槻理化学(株) 1,534 千円 0 千円 0% － 人

滝沢電気設備(株) 13,755 千円 13,755 千円 100% － 人

(有)池山建設 6,517 千円 1,372 千円 21% － 人

田村建設(株) 41,759 千円 5,565 千円 13% － 人

田中建設(株) 37,454 千円 3,854 千円 10% － 人

東洋農機(株) 10,800 千円 10,800 千円 100% － 人

(有)二葉園芸種苗 1,869 千円 0 千円 0% － 人

日東バイオン(株) 4,571 千円 0 千円 0% － 人

日本ニューホランド(株) 12,693 千円 0 千円 0% － 人

日本電気(株) 5,750 千円 5,750 千円 100% － 人

北海道日紅(株) 4,359 千円 0 千円 0% － 人

和泉鉄工(株) 7,779 千円 1,794 千円 23% － 人

関連法人以外の契約先

契 約 額 うち随意契約額(％)

当該法人への
再就職者（随
契の相手方で
同一所管に属
する公益法人
に在職してい
る役員の数）



名　　　　　　　称

関連法人以外の契約先

契 約 額 うち随意契約額(％)

当該法人への
再就職者（随
契の相手方で
同一所管に属
する公益法人
に在職してい
る役員の数）

(独)森林総合研究所 8,355 千円 8,355 千円 100% － 人

(財)農林弘済会 21,434 千円 21,434 千円 100% － 人

日本興亜損害保険(株) 1,959 千円 1,959 千円 100% － 人

ニッセイ同和損害保険(株) 10,209 千円 10,209 千円 100% － 人

(財)農村更生協会 7,527 千円 7,527 千円 100% － 人

日本電子計算機(株) 4,620 千円 1,440 千円 31% － 人

日立キャピタル(株) 5,754 千円 2,306 千円 40% － 人

ＮＥＣリース(株) 1,953 千円 1,953 千円 100% － 人

オリックス・レンテック(株) 1,595 千円 1,595 千円 100% － 人

長野県 1,630 千円 1,630 千円 100% － 人

合　　　　　　　計 404,942 千円 157,721 千円 39%



5.特定事業執行型

医療・福祉・検査・審査 製造・生産 共済・保険・労務提供等

拠点農場への集中により、業務の効率的な推進、人材育成及び一般管理費削減を図るため。
なお、栽培試験については、世界各国に原産地を持つ、多種多様な出願品種について、それぞれに最適
な立地条件（暖地、温暖地、寒冷地といった自然条件や、温度の日較差や日照時間といった環境条件
等）で特性を調査し、正確なデータを得る必要があることから、これ以上の一体的実施は困難である。

本所、八岳農場、金谷農場、西日本農場、雲仙農場、知覧農場

一体的実施の可否 一部可

内容
１８年度において久留米分室を廃止したほか、金谷農場及び知覧農場の栽培試験業務について、西日本
農場における植物の栽培適性等の検討を行い、可能なものから早期に西日本農場に移管の上、用地売却
等の進捗状況も踏まえながらこれを廃止する。

受益者特
定（②）

受益者特定及び対
価収受の可否

法人内で
の一体的
実施
（③）

同様の事務事業を
実施している施設

理由

他の法人
との一体
的実施
（③）

一体的に実施する
法人等

該当なし

内容

理由 同様の事業を実施している他の法人がないため

なし

受益者負担金－運
営コスト

▲456,168千円

見直し案

品種類似性試験等手数料合計額：713千円(18年度)

運営コスト
（内訳、総計）

総計(１８年度)：456,881千円　内訳：人件費364,108千円　業務費92,773千円

①出願者に育成者権が付与されるが、新品種の育成の振興を通じて、農林水産業の発展に寄与すること
により、食料の安定供給や、我が国農林水産業の競争力の強化を通じ、広く国民が受益しており、受益
者特定は困難である。
②栽培試験の対価は品種登録出願料として国庫に納付されており、種苗管理センターが対価を収受する
ことはできない。なお、依頼による品種類似性試験等については、依頼者が実費を負担している。

受益者負担金
（算定方法、総

計）

対19年度当初予算増減額 ▲ 91,079 対19年度当初予算増減額 27,321

官民競争
入札等
（①）

検討 検討不可

理由

①栽培試験は、出願品種に最も類似した対照品種を選定し、同一条件の下で実際に栽培を行い、相対的
な比較調査により特性データ（花の大きさ・形・色、病害抵抗性の有無等）を得るものであるが、こう
した相対比較試験の性質上、実施場所、試験条件の統一が精度に大きく影響することから、正確なデー
タを得るためには極力同一主体が継続して行う必要がある。これを民間の様々な実施主体が次々と担う
ことは、データの統一性を欠き、品種登録の審査の基礎となるデータの信用性が著しく損なわれ、品種
登録制度の科学的な運用の根幹を揺るがしかねない。

②さらに、出願から品種登録に要する期間を短縮することが大きな行政課題に掲げられており、その切
り札として、国際間における審査データの相互使用により審査の効率化を図ろうとする取組が進みつつ
ある。その際、公的機関以外で実施された栽培試験のデータは、国際的に信用が得られず原則として、
交換ができないことから、このような国際協力において、我が国のみが孤立してしまうおそれがある。

　これらの理由から本事務・事業については、栽培・調査が比較的容易な一部の植物品種については委
託による栽培試験を継続していくものの、栽培試験の実施主体は引き続き当法人が独占することが必要
不可欠である。

国からの財政支出額 629,094 支出予算額 879,069

事務・事業の名称 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験

事務・事業の内容

種苗法に基づく品種登録制度において、品種登録の要件を満たすか否かの判断に不可欠なデータを得る
ため、植物新品種の候補である出願品種を栽培し・既存の品種と比較しながら、特性調査を実施。ま
た、品種登録制度により付与される登録品種の育成者権の侵害に関する相談、情報収集・提供、品種類
似性試験等を実施。

（その他型）

事業類型

独立行政法人の整理合理化案様式

（単位：千円）

法人名 独立行政法人種苗管理センター 府省名 農林水産省



医療・福祉・検査・審査 製造・生産 共済・保険・労務提供等

受益者特定及び対
価収受の可否

法人内で
の一体的
実施
（③）

同様の事務事業を
実施している施設

指定種苗検査のうち、集取及び室内種子検査は本所、北海道中央農場及び西日本農場が実施。圃場での
検査である純度検査は北海道中央農場及び西日本農場が実施。他に、雲仙農場が１９年度から集取のみ
を実施。

一体的実施の可否 否

内容

理由
すでに18年度において久留米分室の審査業務を西日本農場に移管の上、同分室を廃止したところであ
る。指定種苗の集取及び検査については、迅速かつ機動的に全国に散在する種苗業者へ出向き、種苗を
集取する必要があることから、これ以上の一体的実施は困難である。

▲190,086千円

他の法人
との一体
的実施
（③）

一体的に実施する
法人等

該当なし

内容

理由 同様の事業を実施している他の法人がないため

受益者特
定（②）

8,475

官民競争
入札等
（①）

検討 検討不可

理由

種苗検査については、
①種苗法やカルタヘナ法に基づき、農林水産大臣の指示により機動的な対応が求められること
②種苗業者の企業秘密を知り得る立場にあるため、高度な守秘義務が求められるが、秘密の漏洩を防止
する観点から集中的な管理が必要であること
③国際的に通用する検査結果を出すことができる第３者機関が種苗管理センター以外に存在しないこと
④仮に上記③のような機関が存在したとしても、種苗検査の業務量は業務の性格上比較的小規模であ
り、これを複数の主体が分散して実施することは、データの統一性が図り難くなるほか、人材育成の面
からも非効率にならざるを得ないこと
といったことから、今後とも、引続き当法人が独占して実施することが必要不可欠である。

見直し案

対19年度当初予算増減額 7,975 対19年度当初予算増減額

種苗流通の適正化を通じて農林水産業の発展に寄与することにより、食料の安定供給を通じ、広く国民
が受益しており、受益者が特定できないことから対価は収受できない。
なお、依頼検査は実費相当額を手数料として依頼者から徴収。

受益者負担金
（算定方法、総

計）
依頼検査手数料合計額：5,234千円（18年度）

運営コスト
（内訳、総計）

総計（18年度）：195,320千円　内訳：人件費139,402千円  業務費55,918千円

受益者負担金－運
営コスト

国からの財政支出額 218,391 支出予算額 224,255

事務・事業の名称 農作物の種苗の検査

事務・事業の内容

①種苗法に基づく指定種苗制度において、指定種苗の表示義務や生産等基準の遵守を担保するため、流
通段階の種苗を集取し、表示内容や発芽率、純度等の品質に関する検査を実施。②カルタヘナ法に基づ
き、遺伝子組換え生物の使用規制を担保するため、遺伝子組換え生物を使用している場所等への立入検
査等を実施。③国際的な承認種子検査所として、種苗業者等からの依頼により種子を検査し、公的な品
質証明書を発行。また、ＥＣとの協議に基づき、ＥＣ向け輸出野菜種子の検査を実施。④種苗業者が災
害対策用に保管する園芸種子の検査を実施

（その他型）

事業類型



医療・福祉・検査・審査 製造・生産 共済・保険・労務提供等

受益者特定及び対
価収受の可否

法人内で
の一体的
実施
（③）

同様の事務事業を
実施している施設

ばれいしょ原原種生産：北海道中央農場、北海道中央農場後志分場、胆振農場、十勝農場、上北農場、
　　　　　　　　　　　嬬恋農場、雲仙農場
さとうきび原原種生産：鹿児島農場、沖縄農場

一体的実施の可否 否

内容

理由

ばれいしょ原原種及びさとうきび原原種の生産及び配布については、
①これらの種苗はウイルス病等の病害虫に感染すると防除が不可能で、農業生産に大被害を与えるおそ
れがあるため、特に厳重な管理が必要な原原種については、一定の面積を有する隔離ほ場での栽培が不
可欠であること
②同一品種を複数の農場で栽培すること等でリスク分散することにより、台風や冷害などの気象変動に
よる不作時や万一の病害虫の発生時も含め、道県からの申請に見合った品種・量の優良種苗を確実に生
産し、配布する必要があること
といったことから、これ以上の一体的実施は困難である。

▲1,218,341千円

配布後に余剰となったばれいしょ原原種及び規格外品について、種いも等として販売し自己収入をあげ
ることについて、今後、関係機関と協議する。

他の法人
との一体
的実施
（③）

一体的に実施する
法人等

該当なし

内容

理由 同様の事業を実施している他の法人がないため

受益者特
定（②）

101,817

官民競争
入札等
（①）

検討 検討不可

理由

ばれいしょ原原種の生産・配布については、隔離ほ場を用いずに、無病性の確保が比較的容易で生産期
間の短い器内増殖技術を用いた方法では民間企業により行われているところであるが、この方法では大
規模な実施は高コストで採算性が低いこと等から、付加価値の高い一部品種に限られており、全国的な
需要に対応できるような大規模な事業を実施している民間主体はない。
　一方、全国的な需要に対応できるような大規模な事業を隔離ほ場を用いて実施するためには、
①隔離性の高い広大なほ場の確保が困難であること
　仮に、種苗管理センターの隔離ほ場を使用するとした場合でも、万が一にもウイルス病やジャガイモ
シストセンチュウ等の病害虫に侵された原原種を供給した場合、広く産地に壊滅的な被害を与えること
となるほか、ジャガイモシストセンチュウに汚染された場合には、当該ほ場は半永久的に原原種ほ場と
しての使用が不可能となり、取り返しのつかないことになること
②専門的知識を有した職員による厳格な品質管理が要求され、技術者育成に長期間を要すること
③産地における事業主体の健全性に対する信頼の確保が事業遂行の大前提であること
等から、官民競争入札への応札者が種苗管理センター以外には考えられない。

見直し案

対19年度当初予算増減額 102,685 対19年度当初予算増減額

原種を生産する原種生産道県又は道県の指定する原原種取扱団体に配布しているが、健全無病な原原種
を安定的かつ公平に供給することにより、生産努力目標の達成や食料自給率の向上を通じ、広く国民が
受益している。
なお、一部を原種生産道県又は道県の指定する原原種取扱団体が負担している。

受益者負担金
（算定方法、総

計）

ばれいしょ及びさとうきび原原種の配布価格については、種いも生産農家の再生産が可能とであるかど
うかなど、農業生産に与える影響度合い、増殖体系以外の種苗の流通による病害虫の蔓延の防止の観点
等を踏まえ、毎年度、種苗管理センターと農林水産省生産局長とが協議の上決定しているところ。

原原種等売却収入総計：140,421千円(18年度)

運営コスト
（内訳、総計）

総計(18年度)：1,358,762千円　内訳：人件費1,054,592千円　業務費304,170千円

受益者負担金－運
営コスト

国からの財政支出額 1,058,524 支出予算額 1,194,270

事務・事業の名称 ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布

事務・事業の内容

種苗増殖率が低く、病害が種苗により伝染し大きな被害をもたらしやすいばれいしょ及びさとうきびに
ついて、地理的に隔離された農場で、肉眼検定・接種検定・抗血清検定等の様々な検査により病害虫の
防除・検定を行いながら、優良種苗の増殖に必要な、健全無病な原原種（元だね）を生産。原種生産道
府県需要を踏まえ、全国的な需給調整を行いながら公平に配布。なお、輪作ほ場、不測時の増殖ほ場を
活用して、災害時の代作用種子としてそば、大豆を生産・貯蔵。

（その他型）
事業類型



医療・福祉・検査・審査 製造・生産 共済・保険・労務提供等

受益者特定及び対
価収受の可否

法人内で
の一体的
実施
（③）

同様の事務事業を
実施している施設

本所、北海道中央農場、嬬恋農場、沖縄農場

一体的実施の可否 否

内容

理由
すでに4箇所に拠点化を図っており、本所においては筑波農林研究団地内に位置することを活かした他
の試験研究機関との連携を推進しているほか、他の3農場においても、それぞれの農場で実施している
業務と一体的に実施していることから、これ以上の一体的実施は困難である。

▲147,891千円

他の法人
との一体
的実施
（③）

一体的に実施する
法人等

該当なし

内容

理由 同様の事業を実施している他の法人がないため

受益者特
定（②）

▲ 101

官民競争
入札等
（①）

検討 検討不可

理由

本事務・事業は、民営化等が困難な栽培試験、種苗検査、種苗生産の効率的かつ効果的な実施に資する
ため、新技術の開発や、他の試験研究機関の成果を種苗管理の現場に導入・実用化するために行ってい
るものであるため。

見直し案

対19年度当初予算増減額 ▲ 101 対19年度当初予算増減額

栽培試験、種苗検査、種苗生産の効率的かつ効果的な実施を通じて、広く国民が受益している。

受益者負担金
（算定方法、総

計）

運営コスト
（内訳、総計）

総計(18年度)：147,891千円　内訳：人件費105,232千円　業務費42,659千円

受益者負担金－運
営コスト

国からの財政支出額 100,604 支出予算額 100,604

事務・事業の名称 調査研究

事務・事業の内容 栽培試験業務、種苗検査業務、種苗生産業務に係る技術に関する調査及び研究を実施。

（その他型）

事業類型



医療・福祉・検査・審査 製造・生産 共済・保険・労務提供等

受益者特定及び対
価収受の可否

法人内で
の一体的
実施
（③）

同様の事務事業を
実施している施設

北海道中央農場、上北農場、嬬恋農場、八岳農場、金谷農場、西日本農場、雲仙農場、知覧農場、鹿児
島農場、沖縄農場

一体的実施の可否 一部可

内容
金谷農場及び知覧農場の遺伝資源の保存及び増殖業務について、各作物の適性等を考慮して他農場に移
管する。

理由

植物遺伝資源の保存及び増殖については、世界各国に原産地を持つ、多種多様な種類の植物について、
それぞれに最適な立地条件（暖地、温暖地、寒冷地といった自然条件や、温度の日較差や日照時間と
いった環境条件等）で実施する必要があり、それぞれの農場の立地条件を活かし、必要に応じて植物の
再配置を行いながら事業を実施している。また、各実施農場においては、他業務と一体的な実施により
本事業を効率的に行っており、これ以上の一体的な実施は困難又は不効率である。

－

他の法人
との一体
的実施
（③）

一体的に実施する
法人等

なし

内容

理由 同様の事業を実施している他の法人がないため

受益者特
定（②）

▲ 12,211

官民競争
入札等
（①）

検討 なし

理由

見直し案

対19年度当初予算増減額 ▲ 12,211 対19年度当初予算増減額

独立行政法人農業生物資源研究所からの受託により実施

受益者負担金
（算定方法、総

計）
－

運営コスト
（内訳、総計）

総計(18年度)：280,461千円　内訳：人件費218,876千円　業務費61,585千円

受益者負担金－運
営コスト

国からの財政支出額 209,602 支出予算額 263,989

事務・事業の名称 植物遺伝資源の保存及び増殖

事務・事業の内容
独立行政法人農業生物資源研究所センターバンクとする「ジーンバンク事業」のサブバンクとして、い
も類・果樹類・茶・特用作物等、栄養体で保存する必要のある植物の保存・特性調査を実施

（その他型）

事業類型


